
幸田町役場での申告相談
　源泉徴収票などを元に申告書を作成・受け付けします。ご自身で申告書を作ることができない場合にご利
用ください。

日時 受付けできる申告 申告会場

２月７日（水）～２月15日（木）
（土・日・祝日を除く）

午前９時～正午、午後１時～４時
町県民税の申告

幸田町役場
４階ホール２月16日（金）～３月15日（木）

（土・日曜日を除く）
午前９時～正午、午後１時～４時

町県民税の申告
所得税の確定申告

（確定申告書Ａのみ）

＊ 受付用の番号札を午前７時30分～８時30分は役場正面玄関前で、午前８時30分～午後４時は申告会場前で配布し
ています。なお、午前９時から番号順に受け付けを始めますが、番号を呼んだときに申告会場にいない場合は、番
号札を取り直していただくことになりますのでご了承ください。

＊ 確定申告期間中は、提出箱を１階税務課６番窓口に設置します。申告相談期間中は大変込み合いますので、ご自身
で申告書を作成した人は提出箱をご利用ください。

役場で申告相談ができない確定申告
　申告する所得が給与所得、公的年金などの雑所得の場合（確定申告書Ａ）は役場で相談・受付を行ってい
ますが、以下の申告は役場で相談・受付ができませんので、岡崎税務署で申告相談をしてください。
　①事業所得、不動産所得、土地・建物や株式などの譲渡所得がある申告（確定申告書Ｂ）
　②住宅借入金等特別控除、雑損控除を受ける申告
　③海外に居住している親族を扶養に入れる申告
　④外国人や亡くなった人の申告
　⑤損失の申告
　⑥過年分（ 28年分以前）の申告

問合せ　税務課 町民税グループ ☎62－1111（内線161） FAX63－5139

 
税
の
申
告
は

　 
お
早
め
に

　

町
県
民
税
や
所
得
税
の
申
告
時
期

で
す
。
申
告
が
必
要
か
確
認
し
、該
当

す
る
場
合
は
早
め
に
準
備
し
て
、申
告

会
場
で
の
相
談
、郵
送
、持
参
、電
子
申

告
（
確
定
申
告
の
み
）
の
い
ず
れ
か

の
方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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税の申告はお早めに特集２

岡崎税務署での申告相談
日時 受付けできる申告 申告会場

２月16日（金）～３月15日（木）
土・日曜日を除く。ただし、２月18日、

２月25日の日曜日は開設します。
午前９時～午後５時

所得税の確定申告
消費税の確定申告

贈与税の申告

岡崎合同庁舎５階大会議室
岡崎市羽根町字北乾地50－１

（シビックセンター隣）

＊パソコンを利用して確定申告書などを作成します（ご自身で入力操作などをしていただきます）。
＊ 申告書の作成には時間がかかりますので、午後４時までにお越しください。なお、会場の混雑状況により受け付け

を早めに終了する場合があります。
＊申告書の提出のみの人は税務署１階でご提出ください。

問合せ　岡崎税務署 ☎58－6511　＊ 自動音声により案内します。所得税、消費税の確定申告および贈与税の申告
に関するご相談の場合は「０」を選択してください。３月15日（木）まで利用
できます。

　健康の保持増進および疾病の予防への取り組みを行っている人が、特定一般用医薬品等購入費を
12,000円を超えて支払った場合には、医療費控除の特例の適用を受けることができます。

医療費控除は領収書の提出が不要になりました

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）が創設されました

健康の保持増進および疾病の予防への取り組みに該当するもの
　①インフルエンザの予防接種または定期予防接種（高齢者の肺炎球菌感染症等）
　②市区町村が健康増進事業として実施するがん検診や健康診査
　③勤務先で実施する定期健康診断
　④特定健康診査（いわゆるメタボ健診）、特定保健指導
　⑤保険者（健康保険組合や市区町村国保など）が実施する人間ドックや各種健診など

平成 29 年分の確定申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

＊ 税務署から求められたときに提示または提出をしなければならないため、医療費の領収書は自宅で５年間保管
する必要があります。

＊平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示でもできます。
＊セルフメディケーション税制による医療費控除を同時に利用することはできません。

問合せ　岡崎税務署 ☎58－6511 

＊健康の保持増進および疾病の予防への取り組みに要した費用は、控除の対象になりません。
＊現行の医療費控除を同時に利用することはできません。

＊税務署から求められたときに提示または提出をしなければならないため、医薬品購入費の領収書は
　自宅で５年間保管する必要があります。

添付または提示が必要な書類
（１）「セルフメディケーション税制の明細書」（添付）

＊①氏名、②取り組みを行った年、③事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または  
　取り組みに係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名が記載されたものに限ります。

（２）健康の保持増進および疾病の予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類（添付または提示）
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税理士による無料税務相談所
と　き　　２月16日（金）～ 21日（水）（土・日を除く）  午前９時30分～正午、午後１時～４時
ところ　　幸田町商工会
対　象　　① 前年分の所得金額が、300万円以下（青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額ま

たは事業専従者控除を控除する前の金額）の事業所得者、不動産所得者
　　　　　② 消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成27年分）の課税売上高が3,000万

円以下で①に該当する人（ただし簡易なものに限る。）
　　　　　③給与所得者および年金受給者（ただし所得金額が高額な人、相談内容が複雑な人は除く）
　　　　　　＊ 譲渡所得（土地、建物および株式を売った人）、山林所得、贈与税および相続税の申告・

相談は行いません。
問合せ　　幸田町商工会 ☎62－0120

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
に
つ
い
て

ら
、
所
得
控
除
を
差
し
引
き
、
そ

の
金
額（
課
税
さ
れ
る
所
得
金
額
）

に
所
得
税
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算

し
た
税
額
か
ら
配
当
控
除
額
を
差

し
引
い
た
結
果
、 

残
額
の
あ
る
人

＊ 

１
～
３
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
人
で
も
上

場
株
式
な
ど
に
係
る
譲
渡
損
失
と
配
当

所
得
と
の
損
益
通
算
お
よ
び
繰
越
控
除

の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
人
な
ど
は
確

定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

平成29年分住宅借入金等特別控除の確定申告相談会
と　き　　２月７日（水）～ 15日（木）（土・日・祝を除く）  午前９時～午後４時
　　　　　＊混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますのでご了承ください。
ところ　　岡崎合同庁舎５階大会議室（岡崎市羽根町字北乾地50番地１、シビックセンター隣）
対　象　　① 給与・年金所得者で、平成29年中に住宅ローン等を利用して住居（居住用）を新築・

購入または増改築し、一定の要件に該当する人
　　　　　②平成29年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人
そのほか　 申告書には、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示または写しの添付が必要に

なります。必要な書類などについてのご質問は、岡崎税務署へお問い合わせください。
問合せ　　岡崎税務署 ☎58－6511

確
定
申
告
が
必
要
な
人

１
．
給
与
所
得
が
あ
る
人

　

① 

給
与
の
収
入
金
額
が
２
、０
０
０
万

円
を
超
え
る
人

　

② 

給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い
て
、

各
種
の
所
得
金
額
（
給
与
所
得
、
退

職
所
得
を
除
く
）
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
人

　

③ 

給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

て
年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給
与

の
収
入
金
額
と
、各
種
所
得
金
額（
給

与
所
得
、
退
職
所
得
を
除
く
）
と
の

合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

２
． 

公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得

が
あ
る
人

　

 　

公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
の
み

で
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
の

金
額
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
く
と
残

額
が
あ
る
人

　

＊ 

た
だ
し
、
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金

額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的
年

金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
各
種

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る

と
き
は
、申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

３
． 

各
種
の
所
得
金
額
の
合
計
額
（
譲

渡
所
得
や
山
林
所
得
を
含
む
）
か

確
定
申
告
を
す
れ
ば

税
金
が
戻
る
人

　

確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
人
で
も
、
次

の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
な
ど
で
、

源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
や
予
定
納
税
を
し

た
税
金
が
納
め
過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
場
合

に
は
、
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
（
還

付
申
告
）に
よ
り
税
金
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

　

① 

年
の
途
中
で
退
職
し
、 

年
末
調
整
を

受
け
ず
に
源
泉
徴
収
税
額
が
納
め
過

ぎ
と
な
っ
て
い
る
と
き

　

② 

一
定
の
要
件
の
マ
イ
ホ
ー
ム
の
取
得

な
ど
を
し
て
、 

住
宅
ロ
ー
ン
が
あ
る

と
き

　

③ 

マ
イ
ホ
ー
ム
に
特
定
の
改
修
工
事
を

し
た
と
き

　

④ 

災
害
や
盗
難
な
ど
で
資
産
に
損
害
が

あ
る
と
き

　

⑤
多
額
の
医
療
費
を
支
出
し
た
と
き

　

⑥
特
定
の
寄
附
を
し
た
と
き
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税の申告はお早めに特集２

確
定
申
告
と
納
税
の
期
限

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
、 

　

贈
与
税
…
３
月
15
日
（
木
）

　

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
…

　

４
月
２
日
（
月
）

振
替
納
税
利
用
の
お
願
い

　

 　

納
税
は
、 

便
利
で
安
心
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
預
貯
金
口
座
か

ら
自
動
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

　

振
替
日
…
４
月
20
日
（
金
）

　

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の

　

振
替
日
…
４
月
25
日
（
水
）

申
告
書
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
作
成
で
き
ま
す

　

 　
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

は
、 

作
成
し
た
申
告
書
な
ど
は
印
刷
し
、

郵
送
な
ど
に
よ
り
税
務
署
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

 　

ま
た
、 

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
送

信
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
操
作
が
分

か
ら
な
い
時
は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成

コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
（
☎
０
５
７
０

‐
01
‐
５
９
０
１
）
に
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。
確
定
申
告
期
間
中
の
受
け
付
け

は
、
原
則
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
午
前

９
時
か
ら
午
後
８
時
ま
で
で
す
。

　

問
合
せ　

岡
崎
税
務
署

　
　
　
　
　

☎
58
‐
６
５
１
１

確
定
申
告
に
必
要
な
持
ち
物

　

① 
税
務
署
か
ら
送
ら
れ
た
お
知
ら
せ
は

が
き
ま
た
は
お
知
ら
せ
通
知
書
お
よ

び
確
定
申
告
書
類
（
ど
ち
ら
も
郵
送

さ
れ
て
き
た
人
の
み
）

　

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類
お
よ

び
身
元
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な

ど
）

　

＊ 

平
成
30
年
１
月
以
降
、 

一
部
の
手
続

き
で
番
号
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は

写
し
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
、 

国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

③ 

前
年
の
申
告
書
の
控
・
利
用
者
識
別

番
号
の
わ
か
る
書
類

　

④ 

源
泉
徴
収
票
の
原
本
（
給
与
や
年
金

所
得
が
あ
る
場
合
）

　

⑤ 

医
療
費
の
明
細
書
や
生
命
保
険
料
控

除
証
明
書
な
ど
、
各
種
控
除
を
受
け

る
た
め
の
書
類

　

⑥
印
鑑

　

⑦ 

通
帳
な
ど
本
人
の
預
金
口
座
番
号
が

わ
か
る
も
の（
還
付
が
あ
る
人
の
み
）

　

＊ 

右
記
以
外
の
書
類
が
必
要
と
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
税
務
署
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

＊ 

確
定
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
、
長

時
間
待
つ
場
合
が
あ
り
ま
す
。ぜ
ひ
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

持
ち
物

　

① 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類
お
よ

び
身
元
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な

ど
）

　

② 

給
与
・
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収

票
の
原
本

　

③ 

社
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
、
介

護
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
、

国
民
年
金
保
険
な
ど
）
の
支
払
い
証

明
書
、
医
療
費
の
明
細
書
、
生
命
保

険
料
控
除
証
明
書
、
障
害
者
手
帳
な

ど
各
種
控
除
を
受
け
る
た
め
の
書
類

　
　

＊ 

医
療
費
は
合
計
額
を
計
算
し
、 

確

定
申
告
と
同
じ
よ
う
に
明
細
書
の

作
成
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

④
印
鑑

申
告
書
の
発
送
に
つ
い
て

　

 　

昨
年
、 

町
県
民
税
の
申
告
を
し
た
人

で
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、

１
月
下
旬
に
申
告
書
を
送
付
し
ま
し
た
。

　

 

ご
自
分
で
記
入
で
き
る
人
は
、 

郵
送
も

し
く
は
１
階
税
務
課
６
番
窓
口
に
設
置

し
て
あ
る
提
出
箱
に
直
接
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

 　

申
告
書
が
届
か
な
い
人
は
、 

直
接
、

申
告
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

問
合
せ　

税
務
課 

町
民
税
グ
ル
ー
プ

　
　

☎
62
‐
１
１
１
１
（
内
線
１
６
１
）

　

１
． 

平
成
30
年
１
月
１
日
現
在
、 

町
内

在
住
で
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
人

　
　
　

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

　
　
　

② 

所
得
が
給
与
所
得
お
よ
び
公
的

年
金
の
み
の
人

　

２
． 

②
に
該
当
す
る
人
で
、 

源
泉
徴
収

票
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
控
除

（
医
療
費
控
除
、 

生
命
保
険
料
控

除
、
社
会
保
険
料
控
除
な
ど
）
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

　

＊ 

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
で
、収
入
が

遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み

や
無
収
入
の
場
合
で
も
、保
険
税（
料
）

の
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
申
告
が
必

要
で
す
。

年
金
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
の

人
の
申
告

　

 　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
額
が
４
０
０
万

円
以
下
で
、
そ
の
ほ
か
の
所
得
額
が
20
万

円
以
下
の
人
は
、
還
付
を
受
け
る
場
合
な

ど
を
除
き
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
控
除
を
追
加
す
る
場

合
は
、
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

町
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人
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